
「実施要領等に関する質問書」への回答について 
２０２６年（令和８年）４月２８日 

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課 

No 

質問事項 

〔募集要領又は仕様書の別・ 

ページ数等〕 

内 容 回 答 

１ 

仕様書 ６ 

（１）ア 

市ホームページ等の広報媒体へのリン

クや二次元コードの掲載及び市公式

LINE からの導線設置について、受託者

の業務範囲は、システムへアクセスする

ための URL や二次元コード、ホームペ

ージ掲載用の HTML コード等を提供す

るまでであり、実際のホームページや公

式 LINE への実装・掲載作業は福山市で

行う認識ですか。 

お見込みのとおりです。 

２ 

仕様書 ６ 

（１）イ 

「市公式 LINE からクラウド上にアク

セスできるように」とありますが、利用

者が相談窓口にアクセスできるように

するという認識でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

３ 
仕様書 ６ 

（１）イ 

「市関係課で連携」とは、具体的にどの

ようなことを想定していますか。 

市公式 LINE にアクセスできるよう、福山市 ICT 推進課と連携が必要

となります。 

４ 

仕様書 ６ 

（１）イ 

LINE アカウントは福山市で準備する

想定ですか。 

また、当該 LINE アカウントについて

は、今回の事業専用のアカウントです

か。 

LINE アカウントについては、既に本市公式 LINE がありますので、当

該公式 LINE を活用する予定です。 

LINE アカウントについては、今回の事業専用のアカウントではありま

せん。 



「実施要領等に関する質問書」への回答について 
２０２６年（令和８年）４月２８日 

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課 

No 

質問事項 

〔募集要領又は仕様書の別・ 

ページ数等〕 

内 容 回 答 

５ 

仕様書 ６ 

（１）ケ・コ・サ 

相談対応に用いる専門的な知識ベース

は発注者から提供いただけますか。それ

とも、受託者で独自に調査・構築するこ

とが前提でしょうか。 

受託者が独自に調査・構築することが前提です。 

６ 

仕様書 ６ 

（１）ス 

「職員が介入することがないこと」と定

義されているが仕様書６（１）タにおい

て緊急時に「直ちに警察等へ連絡する」

旨が定められています。この緊急時の連

絡対応は、受託者側の人員が行うものと

して体制を整備する必要がありますで

しょうか。それとも、システムが自動で

アラートを発出する仕組みをもって代

替可能ですか。 

「職員が介入しないこと」については、AI チャットシステムの会話

を対人で対応しないことを想定しています。 

緊急時の対応については、受託者を選定後、協議のうえ決定する予

定です。 

７ 

仕様書 ６ 

（１）ス、ソ 

「職員の介入なし」という要件と、相談

機関への情報連携について、有人相談員

への引継ぎは想定されていますでしょ

うか。それとも、あくまで連絡先情報の

提供及び本人同意に基づく情報共有に

とどめる想定でしょうか。 

有人相談員への引継ぎは想定しておらず、あくまで連絡先情報の提

供及び本人同意に基づく情報共有にとどめる想定をしています。 



「実施要領等に関する質問書」への回答について 
２０２６年（令和８年）４月２８日 

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課 

No 

質問事項 

〔募集要領又は仕様書の別・ 

ページ数等〕 

内 容 回 答 

８ 

仕様書 ６ 

（１）ス、タ 

仕様書６（１）スにて「職員の介入する

ことがないこと」とある一方、仕様書６

（１）タにて緊急時の直ちの連絡・報告

が求められています。その際はシステム

の自動検知機能に加え、受託者での常時

の有人監視対応が必要となる想定でし

ょうか。それとも、緊急ケースを検知し

た際の本市へシステム等で通知する仕

組みを想定していますか。 

「職員が介入しないこと」については、AI チャットシステムの会話

を対人で対応しないことを想定しています。 

緊急時の対応については、受託者を選定後、協議のうえ決定する予

定です。 

９ 

仕様書 ６ 

（１）セ 

入力または AI 回答に対する禁止用語の

設定について、初期登録すべき用語リス

トは福山市から提供される想定ですか。 

また、運用開始後の用語の追加や変更の

発生頻度（想定）はどのくらいですか。 

禁止用語の設定については、運用開始前の打ち合わせにおいて、受

託者のこれまでの若者相談の実績等を基に双方で設定することを想

定しています。 

運用開始後の追加や変更については、随時更新を想定しています。 

１０ 

仕様書 ６ 

（１）ソ 

「相談機関と情報連携ができること」に

ついて、連携先とは具体的にどの機関を

想定されていますか。また、連携方法に

ついてどのような形式を指定する予定

ですか。 

連携先はネウボラ推進課、児童相談所、警察等を想定しています。 

連携方法については、受託者を選定後、協議のうえ決定する予定で

す。 



「実施要領等に関する質問書」への回答について 
２０２６年（令和８年）４月２８日 

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課 

No 

質問事項 

〔募集要領又は仕様書の別・ 

ページ数等〕 

内 容 回 答 

１１ 

仕様書 ６ 

（１）タ 

緊急を要する相談が検知された際の具

体的な通報・報告のフロー（指定の連絡

先、報告様式等）や深夜・休日を含めた

２４時間体制を構築することまで求め

られますか。 

緊急を要する相談が検知された場合は、必要に応じて本市、児童相

談所及び警察等へ通報していただくようになります。 

また、体制については２４時間体制で対応していただきます。 

なお、指定の連絡先、報告様式等については、受託者を選定後、協

議のうえ決定する予定です。 

１２ 

仕様書 ６ 

（１）タ 

緊急時のエスカレーションについて、既

に福山市として定められた対応フロ

ー・連絡先・24 時間の連絡体制はあり

ますか。 

受託者を選定後、協議のうえ決定する予定です。 

１３ 

仕様書 ６ 

（１）ツ 

相談状況を確認できる管理画面につい

てアカウントを付与する想定人数や権

限の階層の想定を教えてください。 

アカウントについては、運用方法に応じて変動がありますが、閲覧

権限等を管理する管理者のアカウントを１アカウントと閲覧のみで

きるアカウントを５アカウントの付与を想定しています。 

１４ 

仕様書 ６ 

（１）テ 

運用開始の翌月から毎月提供するログ

のデータフォーマットについて、指定は

ありますか。 

データフォーマットについて、Excel を想定していますが、本市のシ

ステムと連携する必要がある場合は、CSV 等での提供を求める場合

があります。 

１５ 

仕様書 ６ 

（１）テ 

業務終了時のデータの引継ぎについて、

具体的なデータフォーマットやメディ

ア、あるいは移行先のシステム等の想定

がありますか。 

受託者を選定後、協議のうえ決定する予定です。 



「実施要領等に関する質問書」への回答について 
２０２６年（令和８年）４月２８日 

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課 

No 

質問事項 

〔募集要領又は仕様書の別・ 

ページ数等〕 

内 容 回 答 

１６ 

仕様書 ６ 

（１）ナ 

デモグラフィック情報の取得方法につ

いて、市として想定されている方法があ

りますか。 

受託者を選定後、協議のうえ決定する予定です。 

１７ 

仕様書 ６ 

（１）ナ 

「匿名・登録不要」の環境下において、

統計データとして求められる「リピータ

ー率」を測定するため、ブラウザの

Cookie やデバイス情報等を利用した同

一ユーザーを一時的に判別する仕組み

を用いることは許容されますか。 

取得した情報について、十分な管理がされる場合に限り許可します。 

１８ 

仕様書 ６ 

（５） 

周知のためのチラシ・ポスター等につい

て、現時点での福山市が想定している部

数の目安を教えてください。 

また、作成するチラシ・ポスターはそれ

ぞれ１種類ずつの想定ですか。 

 

 

 

 

 

部数については、受託者を選定後、協議のうえ決定する予定ですが、

チラシは中学生、高校生を中心に配布することを想定しています。 

また、チラシ・ポスターについては、それぞれ１種類作成していた

だき、それぞれ年に１回更新していただく予定です。 



「実施要領等に関する質問書」への回答について 
２０２６年（令和８年）４月２８日 

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課 

No 

質問事項 

〔募集要領又は仕様書の別・ 

ページ数等〕 

内 容 回 答 

１９ 

仕様書 ６ 

（５） 

利用者等とのトラブルや苦情について

「原則として受託者の責任において対

応すること」とありますが、具体的に対

応すべき範囲について教えてください。 

また、苦情の受付のための専用窓口の設

置や、対応時間帯に関する指定や要件は

ありますか。 

システムの不具合・操作に関する苦情や、ＡＩの回答内容に対する

苦情等についても対応していただきます。 

専用窓口や対応時間帯については、受託者を選定後、協議のうえ決

定する予定です。 

２０ 

仕様書 １３ 

（１） 

「類似業務のノウハウや受託実績」につ

いて、若者相談分野に特化した実績が必

須でしょうか。 

若者相談にも対応できる体制などについて、実績から評価する必要

がありますので、若者相談の実績を提出してください。 

２１ 

 本市の既存の若者相談業務に関して、本

AI チャットシステムへ移行・連携すべ

き既存のデータ等はありますか。また、

現在運用中のチャット等はありますか。 

 

AI チャットシステムに移行・連携すべき既存のデータ等はありません。 

また、AI チャットシステムについては、今年度からの導入となります。 

２１ 

 外部の専門家の関与を受託側で確保す

ることが期待されていますか。あるい

は、発注者側で専門職の助言体制を用意

することは可能ですか。 

お見込みのとおり、受託者側で外部の専門家の確保をお願いいします。 

なお、本業務専属での配置はできませんが、ネウボラ推進課の保健師や

公認心理師等と連携をとることは可能です。 



「実施要領等に関する質問書」への回答について 
２０２６年（令和８年）４月２８日 

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課 

 

No 

質問事項 

〔募集要領又は仕様書の別・ 

ページ数等〕 

内 容 回 答 

２２ 

 AI 相談の開始はいつ頃を想定されてい

ますか。 

早ければ 2026 年秋頃に運用開始を想定しています。 


